
岡山市児童福祉審議会運営規程の改正について 

１ 改正の趣旨 

児童福祉法の改正により、児童福祉審議会が被措置児童等虐待の通告先でなくなることに伴い、「被措置児童

等虐待の通告を受けた場合に児童処遇専門分科会を招集する」旨の規定を削除する等のため 

２ 児童福祉法の新旧対照表 

改正後（案） 現行 

第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けたと思

われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道

府県知事又は市町村長                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

            に通告しなければならない。 

④ 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたとき

は、その旨を都道府県知事又は市町村長       

                に届け出ることができる。 

第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けたと思

われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道

府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三

条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を

講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この

節において「都道府県の行政機関」という。)、都道

府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員

を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相

談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議

会若しくは市町村に通告しなければならない。 

③ 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたとき

は、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は

都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。 

３ 岡山市児童福祉審議会運営規程の新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（児童処遇専門分科会の招集） 

第３条  児童処遇専門分科会の専門分科会長は，次

の各号のいずれかに該当する場合は，速やかに児

童処遇専門分科会を招集しなければならない。 

（１）～（３） 略 

＜削除＞ 

 

 

（４） 児童福祉法第３３条の１５第３項又は認定こど

も園法第２７条の６第３項の規定により関係者の

説明、資料の提出その他必要な協力を求めると

き。 

（５） 児童福祉法第３３条の１５第１項，認定こども園

法第２７条の６第１項又は児童虐待の防止等に関

する法律（平成１２年 法律第８２号。以下「児童虐

待防止法」という。）第１３条の５の規定による報告

を受けたとき。 

（６） （略） 

（７） （略） 

（児童処遇専門分科会の招集） 

第３条  児童処遇専門分科会の専門分科会長は，次

の各号のいずれかに該当する場合は，速やかに児

童処遇専門分科会を招集しなければならない。 

（１）～（３） 略 

（４） 児童福祉法第３３条の１２第１項及び第３項の

規定による被措置児童等虐待を受けたと思われる

児童等に関する通告又は届出を受けたとき。 

（５） 児童福祉法第３３条の１４の事務を遂行するた

め，同法第３３条の１５第４項の規定により関係者

の出席等                   を求めると

き。 

（６） 児童福祉法第３３条の１５第２項及び      

                 児童虐待の防止等に関

する法律（平成１２年法律第８２号。以下「児童虐待

防止法」という。）第１３条の４の規定による報告を

受けたとき。 

（７） （略） 

（８） （略） 

４ 施行期日 令和７年１２月２２日 



〇岡山市児童福祉審議会運営規程                 
 
（趣旨） 
第１条 この規程は，岡山市児童福祉審議会条例（平成２６年市条例第１０４号）第１０条

の規定に基づき，岡山市児童福祉審議会（以下「審議会」という。）の議事運営に関して

必要な事項を定めるものとする。 
（審議会の招集） 
第２条  審議会の委員長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，速やかに審議会を招集

しなければならない。 
(1) 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８

年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第１７条第３項並びに児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１５第４項及び第３５条第６項の規定によ

り，認可について市長から意見を求められたとき。  
(2) 認定こども園法第２１条第２項の規定により，事業の停止又は施設の閉鎖の命令につ

いて市長から意見を求められたとき。  
(3) 認定こども園法第２２条第２項の規定により，認可の取消しについて市長から意見を

求められたとき。  
(4) 国庫補助及び交付金協議対象とする保育所，幼保連携型認定こども園及び地域型保育

事業の対象となる施設の選定について市長から意見を求められたとき。 
(5) 民間補助対象とする保育所，幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業の対象とな

る施設の選定について市長から意見を求められたとき。 
(6) その他児童福祉に関する事項として市長が必要と認める事項について審議しよう 

とするとき。   
（児童処遇専門分科会の招集）   
第３条  児童処遇専門分科会の専門分科会長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，速

やかに児童処遇専門分科会を招集しなければならない。 
(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第６項，第３３条第５項の規定に

より，市長から意見を求められたとき。 
(2) 児童福祉法第２７条第６項に規定する場合について，児童又はその保護者の意向が当

該措置と一致しないとき。 
(3) 児童福祉法第２８条第１項各号に規定する措置を採ることについて，市長から調査審

議することを求められたとき。 
(4) 児童福祉法第第３３条の１５第３項又は認定こども園法第２７条の６第３項の規定

により関係者の説明,資料の提出その他必要な協力を求めるとき。 
(5) 児童福祉法第３３条の１５第１項，認定こども園法第２７条の６第１項又は児童虐待

の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号。以下「児童虐待防止法」という。）

改正後全文 



第１３条の５の規定による報告を受けたとき。 
(6) 児童虐待防止法第４条第５項の規定に基づく事例の分析並びに児童虐待の防止等の

調査研究及び検証について，市長から調査審議することを求められたとき。 
(7) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項に規定する特定教

育・保育施設，同法第２９条第３項第１号に規定する特定地域型保育事業所，同法第５

９条に規定する地域子ども・子育て支援事業（同条第２号，第５号，第６号及び第９号

から第１２号までに掲げるものに限る）並びに児童福祉法第６条の３第９項から第１

２条まで及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であって認可を受けて

いないもの（認可を取り消されたものを含む。）における死亡事故その他の重大事故に

ついての分析及び必要な再発防止策について，市長から調査審議することを求められ

たとき。 
（里親専門分科会の招集） 
第４条 里親専門分科会の専門分科会長は，児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）

第２９条の規定により，市長から意見を求められたときは，速やかに里親専門分科会を招

集しなければならない。 
（庶務） 
第５条  審議会の庶務は，こども企画総務課において行う。 
  
      附 則 
１ この規程は，平成２７年１月１６日から施行する。ただし，第２条第１号から第３号

までの規定は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律（平成２４年法律第６６号）の施行の日から施行する。 

２ 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律附則第９条の規定に基づいて，第２条第１号に該当する場合は，第２条第１

号の規定の施行の日前においても，この規程の例により，審議会を招集することができ

る。 

   附 則 
この規程は，平成２７年９月１０日から施行する。 

      附 則 
この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和４年３月１６日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和７年１２月２２日から施行する。 




